
 “すべての人に居場所と“すべての人に居場所と
　  役割のあるまち”　  役割のあるまち”

『ともに歩むふくしプラン５』とは
　地域の様々な福祉課題、個別課題の解決を目指し、市社協と市内１４の地区社

協による４年間の地域福祉活動を具体的に計画化したのもです。佐倉市が策定

し推進する「佐倉市地域福祉計画」と連携し、地域住民や地域の様々な組織・

団体、企業、行政等が協働して暮らしやすいまちをつくっていくための実践計

画として位置づけています。

“すべての人に居場所と役割のあるまち”

“ひとりの悩みをみんなで解決できるまち”

　このような素敵なまちを、本プランの実践を通じてつ

くって参ります。地域の様々な困りごとや課題を見つけ

て解決に結びつけること、そして解決のため、まちにあ

ふれているやさしさを結集し、また新たなやさしさを呼

び起こして、このまちをやさしさでいっぱいにすること

が本プランの役割です。

（１）第２１２号 ２０２４年７月１日

社会福祉協議会は、皆さまの会費で運営されています。

社社協協さくさくらら 大藏 文子

No.212

“すべての人に居場所と“すべての人に居場所と
　  役割のあるまち”　  役割のあるまち”を目指して‼を目指して‼

『ともに歩むふくしプラン５』の推進が始まりました

大藏文子会長

「ともに歩むふくしプラン５」の冊子を
ご希望の方はお問い合わせください。

TEL : 043-484-6197（市社協代表）



第２１２号（２）２０２４年７月１日

本紙「社協さくら」は、赤い羽根共同募金の配分金で作られています。

●京成佐倉駅から徒歩4分
●２４時間介護スタッフ常駐
●お元気な方も介護の必要な方も
　ご入居できます

サービス付き高齢者向け住宅

ご自身の目でお確かめ下さい
ご見学承ります

佐倉市のお客様の
『ずっと安心』
のために。

株式会社

ハウジングボックス

ど な た で も 　  な お     よ い こうじ
佐倉市王子台4-1-14

ともに歩むふくしプラン５
【計画の期間】

令和６年度～令和９年度（４年間）

【計画の概要】

市社協と１４の地区社協が基本目標の

達成を目指して、それぞれの立場や

地域性に鑑み、４つの重点目標ごとに、

様々な福祉活動を計画化し実践します。

 

 

 
 

地域福祉コーディネーターが本格稼働‼地域福祉コーディネーターが本格稼働‼
窓口で相談を待つだけではなく、コーディネーターが直接訪問して
困りごとや心配ごとを伺い、解決に向けた様々な支援を行います。

二人の “岡本 ”がご訪問しますので、気軽にお声かけください。

岡
おかもと

本 一
かずなり

成（写真右）

 担当エリア
志津北部・志津南部
和田・弥富の各地区

岡
おかもと

本 祥
しょうこ

子（写真左）        

 担当エリア
佐倉・臼井・千代田
根郷の各地区

【連絡先】
くらしサポートセンター佐倉
 ℡ ０４３（３０９）５４８３
※佐倉市の生活困窮者自立支援事業とし
　て受託しています。



（３）第２１２号 ２０２４年７月１日

地域福祉は、福祉委員・ボランティアに支えられています。

佐倉市社会福祉協議会では、

本紙「社協さくら」の

広告掲載企業・団体を

募集しております。

問合せ【企画経営室】 ℡４８４－６１９７

http://www.sakurashakyo.or.jp/

広告募集

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

WELL

暮らしでつながる 地域でつながる
ケーブルテレビ

0120-533-296
〈本社〉〒285-0858

千葉県佐倉市ユーカリが丘 4-1-1 
スカイプラザサウスタワー 2 階

4

®

単位：千円

勘定科目 予算額 主な内容

会費収入 18,226 一般・賛助・特別・法人会費
寄附金収入 3,781 福祉基金・善意銀行金銭預託等

市補助金（人件費、事業費）
共同募金配分金（赤い羽根募金・歳末たすけあい募金）
市受託金（声の広報等発行事業等6事業）
県社協受託金（生活福祉資金貸付等3事業）

貸付事業収入 4,000 善意銀行小口貸付償還金
事業収入 11,478 移動ｻｰﾋﾞｽ利用料収入、法人後見事業受任報酬等
障害福祉サービス等事業収入 19,392 介護給付費・計画相談支援給付収入
収益事業収入 2,025 自販機売上手数料収入、社協さくら広告料収入等
その他の収入等 2,336 負担金収入、受取利息配当金収入　他

収入計 271,812

人件費支出 176,341 役員報酬、職員給与、非常勤職員賃金、法定福利費
事業費 66,674 消耗器具備品費、通信運搬費、業務委託費、賃借料等
事務費支出 22,727 福利厚生費、旅費交通費、研修研究費、保守料等
貸付事業支出 4,500 善意銀行小口貸付金
助成金支出 14,313 地区社協活動費、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ活動費助成
負担金支出 108 負担金

支出計 284,663
事業活動資金収支差額 △ 12,851

施設整備等資金収支差額 0

収入計 21,084 福祉基金等５基金・善意銀行積立資産の取崩
支出計 9,273 福祉基金等積立、退職給付積立金支出

その他の活動資金収支差額 11,811
予備費 500
当期資金収支差額 △ 1,540 令和６年度の収支状況

令和６年度予算概要（法人全体）

〈収入〉

61,894経常経費補助金収入

受託金収入 148,680

【事業活動による収支】

〈支出〉

【その他の活動による収支】

【施設整備等による収支】

単位：円

勘定科目 決算額 主な内容

一般会費17,078,675、賛助・特別会費356,000
法人会費910,000

寄附金収入 18,760,130 善意銀行、福祉基金、在宅福祉　他
市補助金（人件費38,974,100、事業費4,034,000）
共同募金配分金（一般8,550,000、歳末8,676,117）  他
市受託金（声の広報等発行事業等6事業91,943,400）
県社協受託金（生活福祉資金貸付等3事業37,992,200）

貸付事業収入 3,518,195 善意銀行小口貸付償還金
事業収入 11,227,239 移動サービス利用料収入、法人後見事業受任報酬等
介護保険事業収入 11,242,999 居宅介護支援事業・訪問介護事業報酬等
障害福祉サービス等事業収入 18,971,514 介護給付費・計画相談支援給付収入
収益事業収入 1,953,886 自動販売機売上等手数料収入
その他の収入等 6,139,500 負担金収入・受取利息配当金収入　他

収入計 281,473,955

人件費支出 190,642,005 役員報酬、職員給与、非常勤職員賃金、法定福利費
事業費支出 56,589,243 消耗器具備品費、通信運搬費、業務委託費、賃借料等
事務費支出 18,697,370 福利厚生費、旅費交通費、水道光熱費、保守料等
貸付事業支出 3,905,000 善意銀行小口貸付金

地区社協活動費12,960,604
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ活動費助成1,513,600  他

負担金支出 40,000 負担金
支出計 284,397,822

事業活動資金収支差額 △ 2,923,867

施設整備等寄附金収入 0
固定資産取得支出 909,500

施設整備等資金収支差額 △ 909,500

収入計 31,235,270 福祉基金等５基金取崩　他
支出計 22,224,083 福祉基金等への積立　他

その他の活動収支差額 9,011,187
当期資金収支差額 5,177,820 令和５年度１年間の収支状況
前期末支払資金残高 65,122,419 令和４年度からの繰越金
当期末支払資金残高 70,300,239 令和５年度末の資金残高

〈支出〉

【その他の活動による収支】

【施設整備等による収支】

助成金支出 14,524,204

令和５年度決算概要（法人全体）

経常経費補助金収入 61,380,217

受託金収入 129,935,600

【事業活動による収支】
〈収入〉

会費収入 18,344,675

令和５年度決算概要（法人全体） 令和６年度予算概要（法人全体）

○市民後見人とは？○市民後見人とは？
　市民後見人とは、その名の通り一般市民による成年後見人です。親

族による後見人（親族後見人）でもなく、弁護士や司法書士、社会福

祉士などの専門職（専門職後見人）でもない、同じ地域に住む市民に

よる後見人を言います。市民後見人養成講座を受講するなどして成年

後見人等として必要な知識を得た一般市民の中から、家庭裁判所が成

年後見人等として選任することになりますが、主な業務としては、認

知症や知的障害、精神障害等により判断能力が十分でない方の金銭管

理、介護・福祉サービスの利用援助などの支援が挙げられます。

　高齢化の進展や一人暮らし高齢者の増加、障害者の地域生活への移

行などを背景に、成年後見制度のニーズは今後ますます高まると考え

られています。市民後見人には、親族後見人や専門職後見人に代わる

新たな担い手として活躍が期待されています。

○市民後見人の誕生に向けて○市民後見人の誕生に向けて
　私たち、佐倉市成年後見支援センターは、佐倉市の委託を受けて平

成２５年から成年後見制度の周知啓発、成年後見制度に関する相談窓口、

専門家による相談の案内、そして市民後見人の養成と支援を主な事業

として取り組んできました。これまで２回市民後見人養成講座を開催

し、計３８名の修了生を送り出しました。多くの修了生が市民後見人と

しての活動を目指しながら、市社協の支援員（日常生活自立支援事業・

法人後見事業）活動を開始しましたが、その後数名の方が市社協との

複数選任（事務分掌）という形で受任をすることとなりました。この

ほか、１期修了生を中心に立ち上がったＮＰＯ法人佐倉市民後見人協会

が法人として成年後見人を受任、私たち市社協が監督人に選任された

ケースもあります。

　そしてこの度、市民後見人と複数選任という形で受任していた 1ケー

スについて、市社協（法人）が辞任・監督人となる形で、市民後見人

の単独受任が実現しました。市民後見人の選任数は年々増加傾向にあ

るものの、全国的に見てもまだまだ少ない状況です。成年後見人等の

担い手を確保するという意味においても、市民後見人に期待される役

割はますます大きくなると思われます。

　そのような中、支援員として同じ対象者と長きに渡るかかわりを持

ち、市社協との複数選任になってからもきめ細やかな身上保護をはじ

め、本人や入所施設職員との良好な関係を築いてきたことも、実現へ

の後押しになったのではないかと思います。

　市民後見人の活動は、本人の権利や利益を守るという重大な役割を

担うため責任を伴いますが、人生の伴奏者として寄り添える喜びや、

地域づくりを担う一員として活躍できる楽しさには大きなやりがいが

あると思います。同じ生活者としての市民目線だからこそ、きめ細や

かな支援が行える「肩書のある隣人」としての活動をサポートしてい

くことができるよう、佐倉市成年後見支援センターとしても成年後見

人等への支援をこれからも続けていきます。

市民後見人が誕生しました市民後見人が誕生しました！！ふうりっぷ

と学ぶ 第１８回
成年後見制度
  きほんの
成年後見制度

き
ふうりっぷ
ふうりっぷ 成年後見制度成年後見制度成年後見制度成年後見制度

  きほんきほんきほんきほん

市民後見人養成講座の様子



第２１２号（４）２０２４年７月１日

社会福祉協議会は、一般会員・特別会員・賛助会員を募集しています。

【金銭預託】
〈一般預託：３件〉
株式会社ベルク　　佐
倉志津店お客様一同 
　　　　　　　　    ３１，９０７円
佐倉商工会議所女性会
　　　　　　　　　　４５，０００円
匿名　（１件）２０，０００円
〈指定預託：８件〉 
十割そば　さちの　（４件）
           ２００,０００円
（さくらあったか食堂ネ
ットワークへ指定預託）
山万グループ　           
　　　　　　　　１００,０００円
（ユーカリが丘地区社
協へ指定預託）
NG Sジャパン　羽根
井禎敏　　　　　　　　　 
　　　　　　 ３０,０００円
（和田地区社協へ指定
預託）
匿名        １０,０００円
（志津地区社協へ指定
預託）
匿名　　　　　 ３，６０７円
（弥富地区社協へ指定
預託）
【金銭払出】
〈帰宅旅費〉５件
　　　　　　　　　２,２００円
〈災害見舞金〉１件　　　
　　　　　　　　　　２０,０００円
〈指定払出〉６件　　 　　   
　　　　　　　　２１３，６０７円

【物品預託】
生活協同組合　コープ
みらい
　　お米、食品
宮ノ台３・４・５丁目自主
防災会 
　　防災備蓄食
依田　真理  
　　オムツ 
ユーカリが丘地区社協 
　　調味料、袋麺、ふり
　　かけ他 
今野　勇人  
　　お米、さつまいも 
内郷地区社協
　　乾麺、お菓子、調味
　　料、飲料他
酒井　久男  
　　インスタントラーメ  
　　ン、レトルトカレー、
　　ふりかけ他  
鈴木　イツ子
　　オムツ、パット  
たんぽぽの会
　　お米、レトルト食品、
　　缶詰、調味料他 
ファミリーケア
　　リハビリパンツ、パット
ユーカリが丘４丁目自
主防災委員会  
　　防災備蓄食
佐倉むらさきライオン
ズクラブ
　　パックご飯、レトルト 
　　カレー、レトルト食品

斉藤　とよ
　　手編みセーター 
宮ノ台二丁目自治会自
主防災組織
　　防災備蓄食
明治安田生命相互会社
佐倉南営業所
　　乾麺、レトルト食品、
　　調味料他  
今井　新吾
　　お菓子、調味料
清水　萌
　　お米、マスク
原田　和行
　　乾麺、調味料
門澤　幸子
　　衣類、タオル
竹繁　利栄
　　通学用バック等
星　夏穂
　　粉ミルク
大川　賢一
　　車椅子、オムツ 
出山　恭市
　　お米
〈匿名〉７１件
　　お米、乾麺、飲料、  
　　カップラーメン、レト
　　ルト食品、缶詰、お
　　菓子、調味料、オム
　　ツ等
【物品払出】１８４件　　 
　 食品、介護用品、家電
　　製品等

善意銀行預託・払出し
敬称略

編  集  後  記

善意銀行では、食品、
介護用品、日用品など
をお預かりし、佐倉市
内の経済的に困難を抱
えている方や、被災し
た世帯への支援に活用
させていただいていま
す。

【現在受け取れないもの】
・古着・大型介護用品

Facebook ホームページ

Facebook ホームページ

下記ＱＲコードから
佐倉市社会福祉協議会

    ～ふうりっぷのつぶやき～

今年の夏も暑くなりそう…
室内ではエアコンをつけて、水分補
給もこまめにして、熱中症から身を
守りましょう！なにか困ったことが
あったら、社協の “地域福祉コーデ
ィネーター ”さんに相談してね！

    ～ふうりっぷのつぶやき～

今年の夏も暑くなりそう…

福祉総合相談所

西部地域福祉センターの相談
●知的障がい児・者支援相談
毎月第２金曜日　１０：００～１５：００
　事前申込不要
●行政書士による悩みごと相談
毎月第４日曜日　１３：００～１６：００
西部地域福祉センター
　　　　　　　　　　 　　 ℡（４６３）４１６７

●心配ごと相談（民生･児童委員）
※日常の困りごと・悩みごとの相談
　１０：００～１５：００
　毎週月曜日　　   ℡（４８４）６１９９
　　社会福祉センター２階
　第１・第３水曜日  ℡（４６３）４４３３
　　西部地域福祉センター２階
　第２・第４金曜日  ℡（４８３）７２１１
　　南部地域福祉センター１階

●法律相談（弁護士）
※財産・離婚・人権・事故など法律に関
　する相談（先着６名）
　第４月曜日　１０：００～１５：００　
　　社会福祉センター２階
　毎月１日から事前予約（電話可）
　地域共生推進班　℡（４８４）６０３３

●介護生活相談 
※高齢者や障がい者の在宅介護に関する相談
　平日　８：３０～１７：００　
　介護支援班　　　℡（４８４）６１９６

●貸付相談
※一時的に生活が困難な方への貸付相談
　平日　８：３０～１７：００　
　福祉資金貸付担当　℡（４８４）６２００

●ボランティア相談
※ボランティアに関する依頼、募集、参
　加、保険などの相談
　佐倉市ボランティアセンター
　　　　　　　　　℡（４８４）６１９８
　西部地域福祉センター　　℡（４６３）４１６７
　南部地域福祉センター　　℡（４８３）２８１１

●成年後見に関する専門相談
※判断能力が不十分な方の援助や財
　　産管理に関する相談（事前予約）
　７/１０（水）、９/１１（水）
　　　　　　　　　　９：３０～１５：３０
　８/１７（土）１３：００～１７：００
※同一内容の相談は３回までとします。
　成年後見支援センター
　　　　　　　　　　　　　℡（４８４）１２８８

寄附者氏名・団体 金額（円）

はらぺこ・さくら 12,000

リサイクル主婦の会 6,000

公益社団法人全日本不動産協会
千葉県本部

50,000

全国友の会佐倉支部 10,000

木原　亨 100,000

普門院　写経会　 50,000

佐倉市民カレッジ２８期生 4,800

佐倉市民カレッジ２８福祉コース　 3,348

匿名 30,000

匿名 8,000

株式会社常磐植物化学研究所 50,000

栗山自動車工業株式会社 1,000,000

手をつなぐ・さくら　 12,710

泉洋会　 104,918

七彩会 32,467

ありがとうございます。福祉事業に活用させていた
だきます。なお、当法人への寄付は、寄附金控除
または税額控除など税制上の優遇があります。当
会ＨＰにてご確認ください。

　寄附者ご芳名（敬称略）

（令和６年２月１日～令和６年５月３１日）（令和６年２月１日～令和６年５月３１日）

令和７年度
菊地久治勉学奨励金奨学生 募集

願書受付期間
令和６年６月３日（月）８：３０　　　
　　～令和６年８月３０日（金）１７：１５

給付型

　奨学金の目的

　支給金額

　願書受付期間

　書類提出先・お問い合わせ先

　応募資格

　募集人数

　菊地久治勉学奨励金は、佐倉市に在住する菊地久治氏のご子息の意志により創設された奨学基金で
あり、佐倉市在住のひとり親世帯でかつ低所得世帯に属する意欲と能力のある学生であって、学費の
援助を必要とする者に対して奨学金を支給し、有能な人材の育成を図ることを目的としています。

入学金、授業料、施設費等学校納付金として年間１５０万円を限度とする実費です。
　※通学定期代、テキスト代等については支給対象外です。
　※支給額は国の実施する給付型奨学金制度による授業料等免除額を除いた学校納付金のみです

令和６年６月３日（月）８：３０～令和６年８月３０日（金）１７：１５ 時間厳守
※事前連絡の上、応募者本人が窓口へ持参（平日８：３０～１７：１５）すること。（郵送不可）

社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会
地域福祉推進グループ地域共生推進班 奨学福祉事業担当

〒２８５－００１３ 佐倉市海隣寺町８７番地　社会福祉センター２Ｆ
ＴＥＬ：０４３（４８４）６０３３ （平日８：３０～１７：１５）

E-mail：machicom@sakurashakyo.or.jp　HP：http：//www.sakurashakyo.or.jp

応募要項にあるすべての要件を備えている方
（一例）・佐倉市在住であり、ひとり親世帯かつ低所得世帯に属していること。
　　　・健康であり、学業成績、人物ともに優秀であること。

※その他、応募要項をご覧ください。

若干名

ホームページより、
応募要項を

ダウンロードできます


